
 

広聴広報会議運営要領 

 

平成 21年 6月 29日 議長決裁 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は、会議規則第 115条第４項の規定に基づき、同条第１項の規定によ

り設置する広聴広報会議の組織及び運営に関し、岩手県議会における協議等の場の

運営等に関する要綱で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （協議又は調整を行う事項等） 

第２ 広聴広報会議は、議会の広聴広報に係る次の事項について協議又は調整を行う

ものとする。 

 (1) 基本方針に関すること。 

 (2) 基本計画に関すること。 

 (3) 企画に関すること。 

 (4) 議会と県民との意見交換の場の設置に関すること。 

 (5) 実施結果の評価に関すること。 

 (6) その他充実強化に関すること。 

２ 座長は、議会の広聴広報の基本に関することについて、協議又は調整の結果を議

会運営委員会に報告するものとする。 

 

 （会議） 

第３ 広聴広報会議は、構成員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くこ

とができない。 

２ 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは座長の決する

ところによる。 

３ 座長は、構成員の所属する会派の当該構成員全員が、やむを得ない理由により出

席できない場合で、必要があると認めるときは、当該会派の議員１人を出席させ、

発言させることができる。ただし、当該出席議員は会議の決定に加わることができ

ない。 

 

 （傍聴） 

第４ 会議は、議員のほか、座長の許可を得た者が傍聴することができる。 

 

 （補則） 

第５ この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に

諮って定める。 
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